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研究要旨 

医療安全支援センター（以下「センター」）は、患者や家族からの相談、苦情の窓口対応を中核

機能として医療の安全の確保を担っている。相談・苦情の情報を地域の医療機関に還元すること

は、患者や家族の医療への参画の一形態として医療の質や安全の向上の大きな原動力となる。本

研究では、この仕組みの構築と運用上の課題の解明を目的とした。3 年間の研究期間を通じて、地

域の医療機関等にセミクローズドで情報発信できるウェブページ型のシステムの試行運用で一定

の成果を得ることができ、システムの積極的な利活用を図っていくために必要な、相談・苦情対

応以外のセンター機能の充実に向けたセンター担当者向け研修会の実施や、相談対応ガイドブッ

クの改訂への提言、相談・苦情のより正確な情報収集のための「相談内容」の分類の整理に取り

組んだ。相談・苦情への対応を通じて医療の質や安全の向上を図ることがセンターに期待された

役割であり、対応困難な相談への対処も含めて、今回の研究で得られた成果を総合支援事業での

実装につなげていくことが今後の課題である。
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Ａ．研究目的 

医療安全支援センター（以下「センタ

ー」）は、約 20 年に渡り、患者や家族から

の相談、苦情への窓口対応を中核機能とし

て、医療の安全の確保を図ってきた。センタ

ーの業務を総合的に支援する総合支援事業

（医療法 6 条の 14 に基づき、一般社団法人

医療の質・安全学会が委託事業として実施）

では、全国 426（令和 6年時点）の都道府県

センター及び保健所に対して、相談件数や運

営の現状に関する調査票を配布し、329

（77.2%）のセンターから回答を得て（都道

府県：100%、保健所設置市区 100%、二次医

療圏 63.9%）、運営状況調査の年次データと

して公開している。令和 6 年度の調査結果

は、全国のセンターで、相談が 79,809 件 、

苦情が 36,839 件、その他 が 1,914件の総計 

118,562 件であり、歴代最高の受付実績が報

告されている。こうした相談・苦情等は、患

者や家族から寄せられており、これら医療の

ユーザー側の視点に基づく相談・苦情から得

られる情報を活かしていくことは、医療の質

や安全性の向上の大きな原動力である 1。ま

た、世界保健機関（WHO）が公表した Global 

Patient Safety Action Plan 2021-2030 にお

いて、7 つの戦略目標の１つに患者と家族の

医療への参画（以下「患者参画」）がある

2。患者や家族からの相談・苦情の情報を医

療者側に共有し、医療の質や安全の向上に活
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かしていくことは、患者参画を実装する有望

な方策の１つである。 

センター機能は、①行政指導的、②紛争 

解決的、③対話促進、④地域連携、⑤精神保

健など多彩な側面を持つ 3。これら機能の発

揮に関しては、センター設置や運営が各自治

体の裁量に委ねられた制度的背景の故に、機

能や対応状況などの地域格差が運営状況調査

結果に表れてきている可能性がある。総合支

援事業では、センターが担う多彩な相談機能

を踏まえて相談対応の平準化と質向上を図る

研修会等の施策が展開されているが、苦情相

談型、専門相談型、地域包括型と称される各

対応や、患者家族、医療機関、第三者機関へ

の関わりに関して課題は未だ少なくない 4。

これまでの研究では、医療機関側の窓口不詳

がセンター側の連携支障であった例が示され

ている 5。また、これまでの研究によれば、

相談業務で得られた情報を教訓化して医療現

場にフィードバックするという活動までに至

っているセンターは多くないことが指摘され

ている 6,7。すなわち、センターが抱える課題

解決に向けて、センターに対する直接的な関

わりだけでなく、医療安全推進協議会の活性

化などの制度全体を俯瞰した地域を包含する

アプローチが必要であるとみられる。これま

では、地理的、時間的な制約のために、地域

を包含した枠組み作りに大きな困難を伴って

きた。こうした課題に対し、ICT

（Information and communication 

technology）の利活用は、地理的、時間的な

制約を乗り越えるための有効な方策の１つと

位置づけられ、コロナ禍での ICT の利活用の

急拡大により、ICT を利活用した新たなアプ

ローチを検討する基盤が整いつつある。しか

しながら、ICT の利活用に伴うセキュリティ

上の問題や、センター事業に展開する具体的

な方策は未だ明らかでない。 

そこで本研究の目的は、センター事業の相談

の機能や対応状況における地域差を解析し、

制度全体の運用状況と地域を包括する枠組み

の実態との関連性を解明し、総合支援事業が

提供すべき新たな支援の内容を明らかにする

と共に、ICT の利活用による地域を包括した

連携の枠組み構築について、ICT 利活用に伴

うセキュリティ等の問題を含めた課題を解明

し、総合支援事業に実装化するための試行と

検証を行うこととした。 

 実際に 2024 年度のセンター運営調査デー

タによれば、全国のセンターで苦情・相談対

象の医療機関等へ何らかの連絡（情報提供・

調整・助言等）を行った件数は 12,572 件

（10.6%）であり、前年よりも 2.7％増加して

いるものの、全体に占める割合は低い傾向が

続いている。この現状の背景として、相談・

苦情の情報が一方当事者からの片面的なもの

であるが故に情報の正確性に懸念があり、そ

のまま伝達することへの躊躇が相談員にある

ことや、情報共有方法が確立していないこと

が本研究のフィールド調査から示唆されてい

る。 

 そこで本研究では、こうしたセンターが医

療機関等に対して行う情報提供・調整・助言

等の活動ある一定の制約の解消方法として、

制度全体を俯瞰した地域を包含するアプロー

チが必要であると考え、こうしたアプローチ

の実現において制約となる地理的、時間的な

制約を乗り越えるための有効な方策である

ICT（Information and communication 

technology）の利活用による地域を包括した

連携の枠組み構築について、ICT 利活用に伴

うセキュリティ上の問題を含めた課題を解明

し、総合支援事業に実装化するための試行と

検証を行うことを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 
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令和 4 年度は、センター事業における地域

差の実態解明と制度運用状況等との関連性を

検討し、総合支援事業が収集してきた教訓的

事例等の活用に向けて取り組みを行った。具

体的には、次の通りである。 

１．総合支援事業で収集されたデータの解析

と検討 

 総合支援事業の運営状況調査は、平成 15

年（2003 年）から収集、公開されていること

から、本研究において、運営状況調査結果に

蓄積されているデータのクリーニングを実施

したうえで、利用可能なデータを用いて経年

的な変化も踏まえた解析を試み、センターの

機能や対応状況の地域格差を検討し、センタ

ーの機能や対応状況が充実しているセンター

を明らかにすることとした。 

 まず、経年的な変化の検討では、センター

に関する法制化以降、センター設置の経時的

変化はこれまであまり検討されていないこと

を踏まえて、都道府県センターと保健所設置

市区センターの各センターの設置状況に関す

る経時的変化を運営状況調査結果より明らか

にした。 

 次に、センターの相談機能の地域差に関し

て、最新の令和 3 年度運営状況調査結果を用

いて検討した。具体的には、令和 3 年度運営

状況調査の結果から得られる令和 2 年度の都

道府県単位での相談件数について、厚生労働

省が同年に実施した「患者調査」の推計患者

数で除することで県別の相談機能を指標化す

ることとした。この指標化により、47 都道府

県での相談対応状況の比較が可能となり、相

談機能の高い都道府県を同定することが可能

となる。 

２．相談機能が充実したセンターに対するフ

ィールド調査 

指標化した相談機能の評価に基づき、相談

機能が充実しているとみられるセンターにつ

いて、医療安全推進協議会などの地域を包含

した制度全体の運用状況と枠組みの実態を明

らかにするため、フィールド調査を実施し

た。センターの相談機能の評価指標から、上

位 5 つの都道府県を同定し、これらのセンタ

ーに対して、任意の調査協力を依頼した。調

査協力が得られたセンターを研究者らが訪問

し、対面形式で調査を実施した。調査内容

は、下記の 6 項目を主として関連する事項を

含めて聴取を行った。 

（１）相談体制について 

令和 3 年度（もしくは訪問時に運営状況調

査結果が完了していた場合には令和４年度）

運営状況調査結果に基づき、相談に応じる体

制について、実際の運用の状況を中心に取り

組み内容や運営上の困難等を聴取 

（２）相談対応 

自治体内の他部門や他機関・団体等との連

携の有無と連携がある場合にその内容、ま

た、対応困難事例の有無と、ある場合にその

内容、個別の医療機関へのフィードバックの

状況や連携体制などを聴取 

（３）センター間での連携 

（都道府県センター）保健所設置市区、二

次医療圏センターとの連携の有無、内容等    

（保健所設置市区センター）県や二次医療

圏の相談窓口、他の自治体の相談窓口との連

携の有無、内容等 

（４）ICT 利活用に関する施設や機器の状

況 

本研究事業で検討中の ICT 利活用に関する

概要を説明の上で、ICT の利活用の可否や問

題点について実情を中心に聴取 

（５）センターに関する要綱、マニュアル

類の整備状況 

センター設置要綱や、独自で作成されてい

る相談対応に関するマニュアル類等について

聴取 

（６）総合支援事業の活用や要望 
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研修事業や運営状況調査等を実施している

総合支援事業を説明の上、今後に向けた要望

等を聴取 

３．教訓的事例の検討と類型化 

地域を包含した連携に際して相談事例の共

有も重要となるとみられることから、令和 3

年度運営状況調査結果で得られた教訓的事例

について、法的観点を踏まえた検討と類型化

を行った。令和 3 年度に総合支援事業が全国

から収集した 500 余の共有事例を法的観点か

ら検討した。 

令和５年度は、ICT の利活用による地域を

包括した枠組みの構築についてのアクション

リサーチと、相談事例の共有等に関して生ず

る倫理的、法的、社会的課題（ELSI）の解明

の取り組み、及びセンターが果たす機能の解

明、並びに令和 4 年度の繰越課題として、英

国の公的医療サービス(NHS)が運営する 

Patient advice and liaison service(PALS)

の訪問調査を実施した。具体的には次の通り

である。 

４．ICT の利活用による地域を包括した枠組

みの構築についてのアクションリサーチ 

本研究班が開発したセンターが収集した情

報を所在する地域の医療機関等にセミクロー

ズドで情報発信できるウェブページ型のシス

テムに関し、利活用の状況を把握する方法と

地域を包括した枠組みの促進のための方策に

ついての検討を行った。具体的には、モデル

地区候補となるセンターに対してヒアリング

を実施し、地域の医療機関がウェブページに

アクセスした場合のアクションや期待される

レスポンスについて検討を行い、その結果を

踏まえて、システム開発を担当する事業者と

の間でシステム構成の改良と追加について協

議を行った。 

５．相談事例の共有等に関して生ずる倫理

的、法的、社会的課題（ELSI）の解明の取り

組み 

研究協力者の 2 名の弁護士と協働して、本

研究班で開発したセンターが収集した情報を

所在する地域の医療機関等にセミクローズド

で情報発信できるウェブページ型のシステム

を運用する上で懸念される倫理的、法的、社

会的課題（ELSI）を検討した。 

具体的には、本研究班で前年度に取りまと

めた教訓的事例を用い、センターがもつ相談

情報の特性を検討した上で、これらの情報が

もつ倫理的、法的、社会的なそれぞれの側面

において対応や配慮を行うべき事項について

検討を行った。 

６．窓口の相談員の現状に関するインタビュ

ー調査 

患者相談窓口の相談員 2 名を対象に相談員

の業務実態に関するパイロットインタビュー

を実施した上でインタビューガイドを作成し

た。本ガイドの改訂を重ねて対象となる医療

安全センターごとにインタビューガイドを構

成し、センター相談員へのインタビュー調査

に着手した。 

７．医療安全推進協議会における患者・家族

の参画に関する実態調査 

 令和 5 年度の運営状況調査データを基

に、協議会の設置状況および協議会内での患

者参画の有無について分析し、協議会での患

者参画に積極的な自治体について、同自治体

のホームページを通じて議事および議事録を

抽出し、患者・家族が協議会に積極的に参画

している事例を集めた。 

８．センターの運営体制の実態および相談実

績に関する調査 

令和 5 年度のセンター運営調査データを基

に、センターにおける人員配置（職種や人

数）等の運営体制についての分析を行い、医

療知識や医療行為に関する相談への対応に関

して現状の体制を検証した。 

９．海外調査 
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英国の公的医療サービス(NHS)では、日本

のセンターに類似する Patient advice and 

liaison service(PALS)が運営されている。

日本では病院が設置する相談窓口とセンター

は、設置母体が異なり直接的な連携を持たな

いが、NHS が運営する PALS は、病院から国レ

ベルまで階層的な制度設計となっており、監

査機能が付与されている 8。一方、個別の相

談事例に対する介入の方法や程度、監査に活

かす場合の相談者の保護等については実態が

明らかでないため、NHS が運営する PALS につ

いて令和 4 年度の繰越課題として令和 5 年度

に調査を行った。 

最終年度の令和６年度は、センターが収集

した情報を所在する地域の医療機関等にセミ

クローズドで情報発信できるウェブページ型

のシステムについて、研究協力が得られたセ

ンターで試行運用を行うとともに、相談・苦

情の対応窓口を担うセンター担当者、相談員

向けの研修内容について従来の内容を見直す

ための検討会を開催し、研修を提供する総合

支援事業に対する提言を取りまとめた。ま

た、相談対応ガイドブック改定に向けた検討

と、窓口の相談員へのインタビュー調査に基

づく質的分析を行った。具体的には次の通り

である。 

１０．センターが収集した情報を所在する地

域の医療機関等にセミクローズドで情報発信

できるウェブページ型のシステムの試行と検

証 

 本研究班が開発したセンターが収集した情

報を所在する地域の医療機関等にセミクロー

ズドで情報発信できるウェブページ型のシス

テムに関し、試行運用の研究協力が得られた

川崎市医療安全相談センター、及び相模原市

医療安全相談窓口に試行に向けた訪問調査を

実施し、地域の医療機関がウェブページにア

クセスする動機付けとして最も有効であると

考えられ、かつ各センターもセンター運営要

領において業務として規定されている医療安

全施策の普及・啓発としての医療提供施設等

に関する研修を提供することとした。方針決

定後、各センターへのシステムの最適化をシ

ステム開発を担当する事業者を通じて実施

し、各センターの管理担当者の下、試行運用

を行った。試行運用を通じてアクセスログを

取得し、試行運用後、各センター担当者に対

してヒアリング調査を行った。 

１１．センター担当者、相談員向けの研修内

容の見直しのための検討会の開催 

 センターが収集した相談・苦情等の情報に

ついて、地域に所在する医療機関との間で共

有し、医療の質や安全の向上に活かしていく

ためには、上記システムの構築のほかに、セ

ンター機能を向上させる必要があり、センタ

ー担当者や相談員の資質の向上が不可欠であ

る。センター担当者、相談員の能力開発は従

来から重要な課題と認識されており、総合支

援事業が初任者研修、実践研修、スキルアッ

プ研修の各種研修を提供してきた。これら研

修提供の枠組みは、コロナ禍以降の ICT を利

活用した研修提供方法の充実により、各研修

区分の違いがわかりにくくなり、また、法令

改正などの社会情勢の変化への対応も必要と

考えられた。 

 こうした現状と上記の必要性を踏まえて、

センター担当者、相談員向けの研修会の内容

を検討するため、臨床心理士、精神科医など

の相談対応に精通した専門家のほか、法律

家、相談実務の支援者、総合支援事業の運営

委員などの関係者に参集を依頼し、9 名の委

員で 3 回の検討会を開催し、総合支援事業に

対して、令和７年度以降に実施することが望

ましい研修体系と、研修内容についての提言

の取りまとめを行った。 

１２．相談対応ガイドブックについて修正や

内容追加の検討 
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 センター機能向上の有効な施策の 1 つとし

て、センターにおける対応マニュアル等の整

備がある。この点に関して、これまで相談対

応ガイドブック 2016 改訂版の提供が総合支

援事業を通じて行われてきたが、前回改訂以

降の法令改正など社会情勢の変化に十分対応

できていない現状があり、センター機能の向

上のために更なる内容の充実も必要であると

考えられた。そこで、分担研究者の菊池が中

心となり、令和４年度に実施したセンターへ

のヒアリング調査の結果を用いてテキストマ

イニングを用いて課題抽出を行い、研究者間

での議論を通じて、相談対応ガイドブックに

追加すべき事項を整理した。 

１３．相談対応ガイドブックにおける「相談

内容」の追加・修正の検討 

 センターが相談・苦情の窓口として相談・

苦情等を受付し、それらの情報について地域

に所在する医療機関との間で共有し、医療の

質や安全の向上に活かしていくためには、セ

ンターが受付した「相談内容」を正確に把握

し、適切に公表できる体制の整備が必要であ

る。 

 しかしながら、相談対応ガイドブックに示

されている「相談内容」の分類に関する記載

は、現在、使用されている運営状況調査票の

記載順番と異なっており、分類の基準となる

記載内容にも項目間で標準化が図られていな

い。これまで実施したセンターでのヒアリン

グ調査において相談内容の分類に迷う事例の

存在の指摘や、運営状況調査において、本来

は各相談内容に分類するのが望ましい項目が

「その他」に記載される例が見られるなど、

「相談内容」の正確な把握について支障が生

じている現状を認めた。そこで、分担研究者

の天笠が中心となり、「その他」の自由記述

における相談内容をテキストマイニングによ

り解析し、解析結果をもとに、研究者間での

議論を行い、相談内容の分類についての提案

を検討した。 

１４．相談・苦情事例の法的観点による分類

と窓口の相談員へのインタビュー調査に基づ

く質的分析 

 センターが相談・苦情の窓口として相談・

苦情等を受付し、それらの情報について地域

に所在する医療機関との間で共有し、医療の

質や安全の向上に活かしていくためには、セ

ンター担当者や相談員の適切な相談対応を通

じて、センター機能を維持、向上させていく

必要がある。 

研究分担者の松村らは、令和元年運営状況

調査の収集事例を用いて法的観点による分類

と対応の検討を行った。その上で、相談員を

対象としたインタビュー調査を行い、相談員

の印象に残る事例に基づく相談実態の質的分

析を行った。 

（倫理面への配慮） 

本研究は、医療法に基づくセンターの機能

と対応状況が主たる調査内容であり、総合支

援事業の委託事業者である医療の質・安全学

会が保有するデータに個人を識別できる情報

は含まれておらず、解析するデータも公表さ

れているものであるため、倫理面の問題はな

いと判断した。なお、教訓的事例について

は、公表可否について、各センターに個別に

確認し、任意の同意が得られた事例のみを用

いた。また、ウェブページ型のシステムの開

発と試行においても、新規システム開発が主

たる目的であり、アクセスログの取得につい

ては、運営主体となる自治体がプライバシー

ポリシーを提示し、氏名や所属期間等の個人

情報の取得をシステム上は行わない構成で運

用されていることから倫理面の問題はないと

判断した。なお、分担研究者の松村らは、医

療機関の従業員、及び行政担当者へのインタ

ビュー調査に関する研究開始にあたり、京都

大学医学研究科・医学部及び医学部附属病院
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医の倫理委員会の承認（R4086）を受けてい

る。 

 

Ｃ．研究結果 

（令和 4 年度の研究結果） 

１．総合支援事業で収集されたデータの解析

と検討 

平成 18（2006）年から令和 4（2022）年ま

での経年変化の検討では、都道府県センター

について、平成 18 年時点で全ての都道府県

で設置済みであった。一方で、保健所設置市

区センターの設置率は、平成 18 年の 56%から

令和 4 年の 71%までの増加を認めた（資料

１；図１）。 

令和 3 年度運営状況調査の解析結果を示す

（資料 2;表 1-2、図 2-5）。相談総数と相

談、苦情、その他の別で各センターの件数に

ついて、センター設置主体ごとの分布を確認

したところ、いずれの設置主体でも他のセン

ターを大幅に上回る件数を報告したセンター

が認められた。 

２．相談機能が充実したセンターに対するフ

ィールド調査 

 相談機能等の地域差については、県別の相

談機能を指標化し、47 都道府県での比較を可

能にした。都道府県単位の相談件数を各都道

府県における推計患者数（千人）で除した結

果、高知県が最も多く（32.4）、次いで福島

県（25.8）、東京都（23.1）、宮城県

（22.4）、千葉県（20.7）であり、これらの

都道府県ではセンター機能が高い可能性が示

唆された（資料３；図６）。 

 指標化したセンターの相談機能の上位５つ

の都道府県として、高知県、福島県、宮城

県、東京都、千葉県が同定された。そこで、

これらの都道府県及び、これらの都道府県に

ある主要な保健所設置市区センターに対し

て、任意での研究協力を求めた。高知県（県

庁と高知市）、宮城県（県庁と仙台市）、東

京都（都庁）、千葉県（県庁）の 6 センター

から対面で実施する現地調査の協力が得られ

た。 

フィールド調査の結果からは、専従職員を

事務職がバックアップする体制が整えられて

いる、センター独自のマニュアル等の整備が

行われている、医療関係団体等の連携が頻繁

に実施されているなど共通する取り組みが認

められ、同時に、専従職員の確保と人材育

成、リピーターや精神保健相談、個別の診療

所へのフィードバックなど、共通する課題も

明らかとなった。調査から明らかになった各

センターで特色をもつ運営上の工夫に関して

全国のセンターに広く共有していくことや、

センターに共通してみられる相談対応におけ

る課題に関して、総合支援事業を活用したソ

リューションの提供などが求められると考え

られた。 

また、地域連携や総合支援事業の運営状況

調査における ICT の利活用に関しては、ハー

ドウェアの整備や通信速度などのネットワー

ク環境、利用されているソフトウェアの多様

性、セキュリティ上の障壁など、複数の課題

が明らかとなった。本研究を遂行していくに

あたり支障となりうる課題であることから、

今後、対処方法を模索する必要がある。 

３．教訓的事例の検討と類型化 

 総合支援事業において匿名化（区町村名、

医療機関名、保健所・センター名などの固有

名詞と日付を削除）された共有事例を検討に

用いた（図 7：一部抜粋）

 

(図 7)令和 3 年度 センター 教訓的事例 
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教訓的事例に関して、医療従事者違反、一

般医療行為における民事責任、特殊医療行為

における不法行為責任、個人情報保護、医療

広告規制、医療費請求、消費者契約、刑事事

件の８つの類型に分類できることを示した。

センターに関する情報を集積する機能を担う

総合支援事業の事務局が研究者と協力し、相

談員を支援するシステムを構築することは、

日本において患者中心医療を実現する上でも

必要と考えられた。 

（令和 5 年度の研究結果） 

４．ICT の利活用による地域を包括した枠組

みの構築についてのアクションリサーチ 

（令和 4 年度繰越課題） 

  ICT の利活用に関して、地域を包括した

連携の枠組み構築を実現するあり方を検討し

た。センターに関するフィールド調査の中で

明らかとなった先行事例として、相談事例の

うち、相談者自身が相手方医療機関への情報

共有を希望し、かつ、特定の医療機関に対し

て類似の事例相談が寄せられるなど、相手方

医療機関に対して改善等の取り組みを求める

趣旨の情報提供が必要であるとセンターが判

断した場合に、多くのセンターで一般的に行

われている電話連絡による医療機関への情報

提供とは別に、保健所長名の文書による情報

提供や、文書提供した情報に対しての医療機

関側からの文書での回答を求めている例が認

められた。また、電子メールマガジンを活用

し、匿名化、及び個別事例を一般・定式化し

た事例情報として取りまとめて配信すること

で定期的な広報活動を行い、患者と医療者の

コミュニケーションのあり方などについて注

意喚起を図る例も認められた。こうした取り

組みは、センターが収集した相談情報を通じ

た医療機関の質の改善や安全性の向上に資す

る側面があると考えられ、今回検討している

ICT を利活用する地域を包括した枠組みの構

築にも活かされることが望ましいあり方と考

えられた。こうしたあり方を実現する ICT 利

活用の保健所における先行事例として、

COVID-19 に関連する情報を地域の医療機関と

共有しながら一元化し、適時の情報更新と情

報発信を可能にしたウェブページ型のサイト

構築の例が認められた。そこで今回、センタ

ーが収集した情報をセンターが所在する地域

の医療機関等にセミクローズドで情報発信で

きるウェブページ型のシステムの開発を行な

った。本システムは、センターの業務を総合

的に支援する総合支援事業の運営を担う（一

社）医療の質・安全学会が運用する総合支援

事業システムと整合性が得られるシステム構

成とし、本研究班によるモデル地区での実証

の後に全国展開が可能となるよう構築を行な

った。先行事例を運用していた自治体保健所

に本システムのモデル地区の１つとして協力

を得て、地域を包含した連携の枠組み構築に

関する検証を行なっていくこととした。 

（令和 5 年度） 

 モデル地区候補のセンターからの聞き取り

において、開発したウェブページ型のマイペ

ージの場合、効果判定のために地域の医療機

関がアクセスした頻度の把握が求められるこ

とを指摘された。この点に関して、システム

開発担当者と協議を行い、アクセスログ機能

の活用が望ましいと考えられた。アクセスロ

グの運用方法として、個別の医療機関に ID

を配布しログ記録を収集する方法が考えられ

るが、この場合には、個別の医療機関の ID

管理が必要となり、ID 不明等の問い合わせへ

の対応も個別に必要となることで運営上の負

担が大きいと判断し、地域の医療機関に共通

の ID を用いた方法が望ましいと考えられ

た。検討結果を踏まえて、共通 ID によるロ

グイン機能とアクセスログ機能の追加を行っ

た。 

 次に、地域の医療機関がシステムにアクセ

スする動機づけの必要性が指摘された。この
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点に関しては、センター側が発信したい情報

の提供のみではアクセスする動機づけとして

は不十分であると考えられ、医療機関側のニ

ーズに応えることでアクセス頻度を増加させ

る方策を検討することとした。モデル地区候

補のセンターが所在する地域では、COVID-19

に関連したウェブページ型の情報サイトの運

用に成功しており、この成功事例を参考にす

ると、医療機関側のニーズが高い各種の研修

コンテンツ提供を同時に行うことで、センタ

ー側が医療機関側に発信したい相談情報の共

有につながる可能性が示唆された。一方で、

本研究班が前年に行ったセンターに対するフ

ィールド調査のヒアリングの中では、研修会

のテーマ設定や講師の選定に苦慮している状

況が認められていた。そこで、センター側の

研修に関する負担を軽減する仕組みを、シス

テム運用の中に組み込んでいくことも、開発

したシステムの利活用において重要な点であ

ると考えられた。そこで、将来的に、こうし

た機能を総合支援事業が担うことを想定し

て、システム管理を担う総合支援事業の事務

局側からファイル登録が可能になる機能の追

加を行った。加えて、センターが提供した相

談情報に対して、医療機関側がコメントを書

き込める機能を追加することで、センターと

医療機関の間での双方向のやり取りが実現で

き、相談情報の別の角度からの見方や、提供

した相談情報の理解が深まることが期待され

ると考えられた。そこで、視聴側の医療機関

が文字による書き込みを行うことが可能な機

能を追加する改良を実施した。 

以上の改良を加えて、システム構築を完了

し、令和 6 年度にモデル地区での試行運用を

行っていくこととした。 

５．相談事例の共有等に関して生ずる倫理

的、法的、社会的課題（ELSI）の解明の取り

組み 

 教訓的事例をもとに検討したセンターが取

り扱う相談情報の特性として、下記の４点が

挙げられた。 

（１）匿名性 

 匿名で相談を受け付けており、相談者個人

や相手方の情報が同定できない場合が一定

数、含まれる。 

（２）秘匿性 

 漏洩した場合に重大な精神的、社会的な不

利益を本人に及ぼす機微（センシティブ）情

報が含まれる可能性がある。また、相談者の

秘密にしたい権利（プライバシー権）に関わ

る情報である。 

（３）地域性 

 都道府県ごとに差異があるが、居住地域に

基づく相談受付体制が構築されており、特定

地域の相談者、医療機関の情報であることが

判明する可能性がある。 

（４）対処困難性 

①情報収集の困難性 

 主として電話相談を通じた情報収集である

ため、非言語的な側面の情報が含まれない。 

②事実確認の困難性 

 一方当事者からの相談となるため、医療者

個人や医療機関などとの関わりのなかで生じ

た事象については、事実の真偽が不明であっ

ても、匿名性や医療機関等が当事者でないが

故に事実の真偽を確定することが困難であ

る。 

③解決不能・困難性 

 医療機関の紹介などの情報提供で解決する

相談類型に対して、病苦に関係するものや社

会的要因によるものなど、解決が困難、ある

いは不能な問題が含まれる。 

 これらの特性を元に、相談事例の共通に関

して生じる倫理的、法的、社会的な観点から

の課題と対応策を検討した。 

（１）個人情報保護法の遵守 
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 個人情報保護法の令和 2 年、3 年の改正法

施行により、地方公共団体の個人情報保護制

度についても統合後の法律において全国的な

共通ルールとなり、全体の所管が個人情報保

護委員会に一元化された 。これに伴い、医

療安全センターに集まる相談事例の情報の取

り扱いについても、同法の原則に従うことが

求められる。 

①匿名による相談情報の取り扱い 

 特定の個人との対応関係が排斥されている

限りにおいては、個人情報保護法の定義する

「個人情報」に該当しない。この場合、 

第三者提供にあたり、本人の同意は不要と 

  

なるものの、秘匿性（センシティブ情報）や

地域性（個人の特定に至る可能性）の観点に

十分に配慮した情報の取り扱いが求められ

る。 

②顕名による相談情報の取り扱い 

 「個人情報」に該当するため、次の原則を

遵守する 

 a. 利用目的の通知又は公表 

 b. 利用目的の通知又は公表範囲での利用 

 c. 漏洩等が生じないよう安全管理を徹底 

 d. 第三者提供にあたり、本人の同意が必

要 

 但し、行政機関等の内部、もしくは他の行

政機関等に提供する場合で、法令に定める事

務又は業務の遂行に必要な限度で、相当の理

由がある利用であれば、本人の同意は不要と

される（個人情報保護法第 69 条 2項 2 号、3

号、及び「個人情報保護法ガイドライン（行

政機関等編）」。また、統計情報として用い

る場合には、本人の同意は不要である（法 69

条 2 項 4 号）。 

以上のことから、顕名による相談情報は、従

来から行われている通り、匿名加工情報への

加工を行うことが求められる。 

③匿名加工情報（特定の個人を識別すること

ができないように加工して得られる個人に関

する情報） 

a. 匿名化の手順；個人情報に含まれる記述

等の一部または全部を削除する（削除は、復

元することのできる規則性を有しない方法に

よる）（法第 2 条 6 項） 

b. 適切な管理のための必要な措置を講じな

ければならない（法第 123 条 3 項） 

c. 法令に基づかない第三者への提供；あら

かじめ、第三者に提供される匿名加工情報に

含まれる個人に関する情報の項目及びその提

供の方法について公開するとともに、  

提供した第三者に対して、提供した情報が匿

名加工情報である旨を明示しなければならな

い（法第 123 条 1 項） 

以上のことから、上記 a.の手順による匿名加

工情報への加工を行った上で、b.と c.の手順

を遵守することが求められる。 

 なお、個人情報保護法の遵守とは別に、専

門職種に課せられる守秘義務にも留意する必

要があり、第三者提供にあたり、本人に同意

を得ておくことが望ましいと考えられる。 

（２）倫理的、社会的な課題 

①医療機関との情報共有による不利益取り扱

いの懸念 

 不利益取り扱いを懸念して相談情報の医療

機関への提供を望まない場合が生じうる。相

談情報の共有に、こうした相談者の懸念が含

まれることを常に留意し、医療機関に対して

こうした懸念へ留意することや、配慮を求め

る必要がある。 

 こうした点を踏まえて、相談情報の共有に

ついては、相談者本人の意向を尊重し相談情

報の取り扱い方針の最優先事項とすべきであ

る。一方で、特定の施設や場面に関して、類

似の内容の相談が他の相談者からも繰り返し

ある場合など、相談内容自体に法的、倫理的
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な課題が損する場合には、相談内容に基づく

個別対処が望まれる。 

②相談に対する萎縮的効果 

 秘匿性、地域性の観点から、相談情報の共

有自体が、相談に対する萎縮的効果を帯びる

場面が想定される。匿名加工情報とした場合

でも、こうした懸念があることをセンター、

医療機関の双方の関係者が十分に理解した上

で、情報活用を行っていく 

ことが求められる。 

６．窓口の相談員の現状に関するインタビュ

ー調査 

 センターで相談業務に従事する相談員の業

務実態を明らかにする前段階として実施した

医療機関の患者相談窓口の職員に対するイン

タビューでは、医療メディエーションモデル

の知識・技術が活用されている実態が明らか

になった。すなわち、相談員が、患者や家族

らの相談者と医療従事者の間に立って、常に

不偏的な立場を維持しようと心がけていると

考えられ、この不偏的な立場から、相談者と

医療従事者の間にある齟齬を明らかにしてい

くよう、相談者の苦情・相談を真摯に聴くこ

とを重要視していることがうかがわれた。 

７．医療安全推進協議会における患者・家族

の参画に関する実態調査 

 2023 年度のセンター運営調査データを基

に、協議会の設置状況および協議会内での患

者参画の有無について分析し、2023 年度の

協議会は、都道府県では 63％が開催してい

る一方、それ以外の実施主体では開催してい

ない場合が過半数であり、設置主体と協議会

の開催有無には統計的有意差が認められるこ

とを明らかにした（表 3）。 

 また、協議会への患者参画の視点での検討

を行い、運営調査では患者代表の参画有無は

調査されていないが、住民代表は約 65％の協

議会において委員として参画しており、これ

ら住民が患者の立場で参画している実態が推

察された（表 4）。 

 

表 3：実施主体別の医療安全推進協議会設置状況 

  設置有   設置無   

合計 

 実施主体 ｎ ％   ｎ ％   

都道府県 29 63.0%  17 37.0%  46 

保健所設置市区 

（センター設置） 
35 44.3%  44 55.7%  79 

保健所設置市区 

（センター未設置） 
3 10.0%  27 90.0%  30 

二次医療圏 35 18.5%  154 81.5%  189 

  102 29.7%   242 70.3%   344 

P<0.05 

表４ 医療安全推進協議会設置自治体における

2023年度の開催回数と構成委員等(n＝102) 

 

 n ％ 

協議会の開催回数   

0 回(2023 年度の開催実績なし） 7 7% 

1 回 86 84% 

2 回 8 8% 

3 回 1 1% 

協議会の構成委員   

医師会 97 95% 

歯科医師会 95 93% 

看護協会 75 74% 

薬剤師会 83 81% 

病院団体 40 39% 

弁護士会 52 51% 

保健所長 36 35% 

住民代表 66 65% 

学識経験者 37 36% 

情報公開   

傍聴可 21 21％ 

議事録をホームページで公開 23 23% 

非公開 73 72% 

 



14 
 

2023 年度に住民代表を委員に含まれる協

議会を 1 回以上開催し、さらにその議事録

がホームページに公開されている 37 自治体

から、協議会を通じて地域の医療安全の向上

に向けて、患者が委員として参画している好

事例を収集した（資料 4；表 5） 

８．センターの運営体制の実態および相談実

績に関する調査 

 2023 年度のセンター運営調査データを基

に、センターにおける人員配置（職種や人

数）等の運営体制についての分析を行い、医

療知識や医療行為に関する相談への対応に関

して、現状の体制では、専門人材の関与に課

題がある可能性を明らかにした。（資料 5-

7；表 6-8） 

（令和 4 年度繰越課題の結果） 

９．海外調査 

 英国 National Health Service（NHS）が運

営する医療機関で開設されている PALS

（Patient Advisory and Liaison service）

の取り組みを調査し、センターの取り組みと

の比較を通じて、センターの運営や現場の医

療者との相談、苦情の共有の仕組みや、相談

事例を医療の質や安全の向上へつなげる方策

を明らかにすることを目的とした。４か所の

NHS 病院の PALS を訪問し現地視察と相談員と

責任者らに面談調査を実施した。訪問した病

院は、病院規模や立地に違いはあるもの 3-7

名のチームで PALS を構成していた。相談員

は、看護職種の背景を持つ一部の相談員を除

いて、NHS 病院で長く働く事務系職員が相談

業務に従事していた。医療内容に関する相談

を主に受け付けているが、日本と同様に感情

的なたかぶりを伴う患者や、精神科疾患背景

を有する患者への対応も行なっており、こう

した患者の対応では、相談員が対処に苦慮す

る場面も含まれていた。相談員のメンタルケ

アに特別な仕組みはないものの、チーム内で

の情報共有を通じて、相互にケアが図られて

いた。医療へのアクセスが充実している日本

と異なり、NHS の仕組み全体で医療アクセス

に大きな障害があるため、いずれの PALS も

医療アクセスに関する相談や苦情が多くの割

合を占めている状況が認められた。施設ごと

に苦情への対応が分かれており、訪問施設の

うち、２カ所は、苦情対応は別の部署が主と

して担う体制であった。今回調査した英国で

の取り組みは、相談員の配置の体制や、相談

対応への苦慮などの点で日本の医療安全セン

ターと似た状況にあったが、一方で、NHS 内

で一元化されている相談、苦情の情報管理・

共有の仕組みや医療者ごとに相談、苦情の記

録を個別化し、医療者への教育や指導に活用

するなどの取り組みは、今後のセンターの運

営に関し、参考になる情報であった。 

（令和 6 年度の研究結果） 

１０．センターが収集した情報を所在する地

域の医療機関等にセミクローズドで情報発信

できるウェブページ型のシステムの試行と検

証 

 川崎市医療安全相談センターと相模原市医

療安全相談窓口に対する訪問調査の結果で

は、相談者から要望があった場合に、地域に

所在する医療機関に対して、相談員を介して

相談・苦情から得られた情報の伝達、共有が

行われていた。一方で、相談・苦情の収集を

通じて、患者・家族らと医療者間のコミュニ

ケーションに関する課題を認識しており、セ

ンター運営要領において業務として規定され

ている「医療安全施策の普及・啓発」におけ

る、医療提供施設等に関する研修として、患

者・家族らと医療者間のコミュニケーション

に関する研修内容を実施する必要性の認識を

抱いていた。 

両センター共に、コロナ禍以降、これら研修

会の提供は ICT の利活用による e-learning

型の研修提供が既に主体となっていたが、適

切な研修内容の選別や講師の選定において、
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専門的知識や人的ネットワークの限界から困

難を感じている状況があった。 

医療機関に向けた研修提供は、医療機関側が

センターが提供するサイトに、主体的かつ積

極的にアクセスする機会となっていた。そこ

で、本研究班が開発したセンターが収集した

情報を所在する地域の医療機関等にセミクロ

ーズドで情報発信できるウェブページ型のシ

ステムへの誘導として、医療機関向け研修会

を提供することが有効な方策となることが期

待された。 

こうした訪問調査の結果に基づき、今回の試

行では、両センターが例年、年度後半に実施

している約１ヶ月間の医療機関向けの研修会

について、本システムを通じて提供する運用

試行を行った。システム開発を担当する事業

者を通じて総合支援事業のシステム上の各セ

ンターのウェブページをアクティブ化し、管

理者権限を各センターに付与して事前設定を

運用を開始した。 

各センターの担当者は、総合支援事業のシス

テム上にある各センターの Web ページ上で、

総合支援事業が管理する研修ストック（但

し、今回は試行のため、コンテンツは１つの

み）から医療機関向け研修として提供するコ

ンテンツを選択し、供覧画面上に配置操作を

行い提供準備を完了した（図 8）。 

 医療機関に対しては、各センターに付与さ

れたウェブページの利用者ページに誘導する

URL の周知と、約１ヶ月間の研修期間中に自

由に閲覧できる旨の案内を行った（図９）。 

川崎市医療安全相談センターは、研修動画の

視聴後に、自治体が保有するアンケートシス

テムに誘導する QR コードを本システム上で

提示し、医療機関を本システムに誘導して研

修を完了させるとともに、アンケート結果は

独自システム上での収集を試行した。 

 

図 8．視聴ページの設定（相模原市医療安

全相談窓口の例） 

 

図 9．利用者ページへの誘導画面（相模原

市医療安全窓口の例） 

４ 講義動画を選択し、御視聴ください（約１時間） 

 

 

 
 

※ ご視聴後にアンケートに御協力ください。なお、アンケートの回答方法は、別紙をご覧

ください。 

 

選択 

 

選択 

ご視聴方法 

 

１ 専用ページにログインする 

 
施設用ログインページ URL・QR コード 

   「 https://support-sagamihara.anzen-shien.jp/email_login/ 」 
 

 

 

２ パスワードなどを入力する 

サイトを開く前に「Basic 認証用ユーザー名とパスワード」が要求されます。 
次の内容を入力してください。 
 

ユーザー名：supportsagamihara 
パスワード：QRePVjLemTu 

 

 
 

３ メールアドレスを入力してください。 

 
 

 
 

ユーザー名を入力 

パスワードを入力 

メールアドレスを入力 
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約１ヶ月間の開設中の重複アクセスを除いた

ログイン登録数は、川崎市医療安全相談セン

ターが 21 件、相模原市医療安全相談窓口が

９件であった。重複については、近接した時

間帯で 2 から 3 回程度のログイン登録が認め

られるケースが散見された。 

試行実施後の川崎市医療安全相談センター及

び相模原市医療安全相談窓口へのヒアリング

調査では、視聴申込者からは動画閲覧に際し

ての問い合わせ（サイトが開けない、視聴方

法が分からない等）は両センターともにな

く、試行運用開始後の管理者側の操作につい

ても難しいと感じる部分はなかったとの結果

であった。一方で、試行運用前の設定では、

相模原市医療安全相談窓口の担当者の操作時

にシステム側要因のエラーが生じ、システム

開発を担当する事業者による対応が必要な状

況があった。また、サイトページに関して、

動画コンテンツに対する説明文等（講師の紹

介やアンケートの案内等）を、もう少し視覚

的に分かりやすく掲載したいという要望や、

センターが独自に提供するサイトとのリンク

を容易にする仕組みについて要望があった。

なお、川崎市医療安全相談センターが実施し

た動画視聴後の QR コードを通じたセンター

独自のアンケートサイトへの誘導は円滑にで

きていた。 

１１．センター担当者、相談員向けの研修内

容の見直しのための検討会の開催 

 従来、総合支援事業がセンター向けに提供

する研修会は、相談員を対象としたものであ

ったが、今回の検討会で自治体担当者を対象

とした研修会を新たに構成する提案を行うこ

ととした（資料 8；表 9）。 

全体の枠組みについては、研修受講対象を

「自治体担当者」「相談員」の２つに大別

し、受講が望ましい「基礎研修」と、選択・

任意で受講できる「応用研修」に分けてカテ

ゴリー化を行うこととした。なお、基礎研修

に関して、受講を必須にまでする根拠には乏

しいため、受講推奨に留めることとした。 

自治体担当者向け基礎研修としては、医療安

全の最新動向や医療監視（具体的に何をして

いるのか、相談対応からどのように医療監視

につなぐのか）といった内容を追加する提案

があり協議を経ていずれも採用された。次

に、自治体担当者向け応用研修として、ライ

ンケア研修の内容等を踏まえた相談員のメン

タルケアの仕組みづくり（ワークフローな

ど）、医療安全推進協議会の開催について

（ベストプラクティスの共有）、その他のベ

ストプラクティスの共有（医療機関との連

携、医療従事者向け研修会の実施など）の内

容を追加することに関して提案があり協議を

経ていずれも採用された。 

相談員向け基礎研修では、従来から実施しし

ている初任者研修を基盤として維持した上

で、新たに相談員向けの個人情報の取り扱

い、精神科疾患背景をもつ相談者への対応、

相談員のセルフケアの研修を加える提案があ

り、協議をへていずれも採用された。相談員

向けの応用研修では、相談をつなぐ場に関す

る知識等のほか、医療機関に関する知識、自

治体独自の取り組みなどの内容が提案され、

協議を経ていずれも採用された。 

今回検討した新たな研修の枠組みは、相談対

応ガイドブックの改訂に合わせて提供を開始

することが望ましく、かつ、研修での提供内

容が改訂される相談対応ガイドブックの内容

に基づくことが望ましいと考えられた。 

１２．相談対応ガイドブックについて修正や

内容追加の検討 

 分担研究者による検討の結果、ガイドブッ

クに追加すべき事項として以下が示された。 

１)事務職と医療専門職の役割分担と連携 

２)相談業務外部委託化に伴う課題と留意点 

３)好事例の収集と横展開 
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 センターへのヒアリング調査の分から得ら

れた上記の内容に加えて、先の１１.センタ

ー担当者、相談員向けの研修内容の見直しの

ための検討会の提言において、研修内容とし

て提案された個人情報の取り扱いをはじめと

する事項についても、今後、ガイドブックの

改訂に際して取りまとめていくことが望まし

いと考えられた。 

１３．相談対応ガイドブックにおける「相談

内容」の追加・修正の検討 

 令和 6 年度運営状況調査の相談内容の内訳

別の件数、割合を示す（資料 9；表 10）。 

分担研究者による検討の結果、運営状況調

査質問票の「相談内容」の掲載順に、それぞ

れの項目を説明する文章を、分類の基準とな

る記載（細項目がある場合には、付番をして

整理）、具体例、別の項目への分類となる項

目の順に記載して、いずれの項目においても

同じ順番で記載されることで分類する際の混

乱を減らす表示となるよう心がけた（資料

10）。 

１４．相談・苦情事例の法的観点による分類

と窓口の相談員へのインタビュー調査に基づ

く質的分析 

 収集事例 503 件のうち、法的観点による分

類と対応の検討が可能な事例 119 件について

検討し、（１）医療における身分法（医師法

等）の違反を問うもの、（２）医療の過失の

有無を問うもの、（３）自己決定権が侵害さ

れた、あるいは、患者・家族の意思が尊重さ

れていない、というもの、（４）その他、の

４つのカテゴリーに分類できることを明らか

にした。 

 また、相談員 15 名を対象にインタビュー

調査を行い、センターの規模や体制は異なっ

ても、共通して相談者が苦慮している相談が

あり、対応困難事例等についての検討を行っ

た。このうち一部の相談対応がセンターにと

どまり続けることとなるが、現在のセンター

の体制においては問題解消の方向を見出すこ

とが困難であることが明らかになった。 

 

Ｄ．考察 

 本研究は、3 年間の研究期間の中で、セン

ター機能の目安となる独自の指標を用いてセ

ンター事業の相談の機能や対応状況における

地域差を解明した。またこの結果に基づき、

センター機能が高い都道府県、保健所設置市

区のセンターにおける制度全体の運用状況と

地域を包括する枠組みの実態との関連性を解

明することで、総合支援事業が提供すべき新

たな支援の内容を明らかにすると共に、ICT

の利活用による地域を包括した連携の枠組み

構築の方向性を検討した。フィールド調査の

結果からは、各センターにおけるハードウェ

アの整備や通信速度などのネットワーク環

境、ネットワーク由来のセキュリティレベル

の高さなどに関して、自治体ごとの差異が大

きく存在しており、相談・苦情の情報収集の

ために利用されているソフトウェアに関して

も多様であり、全国で相談・苦情の受付のシ

ステムを一元化するような取り組みは、現時

点では実現不可能であることが明らかとなっ

た。そこで、検討を重ねた結果、今回開発し

た地域の医療機関等にセミクローズドで情報

発信できるウェブページ型のシステムの方向

性を見出し、本研究班によるモデル地区での

試行運用及び検証の後に、他のセンターに対

しても徐々に拡大して運用が可能となるよう

システム構築を図った。現時点では、システ

ムへのアクセス誘因として期待されるセンタ

ーが提供する医療機関向け研修会のコンテン

ツを、２つのセンターの試行した中での運用

成功に過ぎないことから、引き続き、総合支

援事業において、本システムの運用拡大を図

る方策が求められる。特に、今回試行した医

療機関向け研修コンテンツの提供は、地域の

医療機関が本システムにアクセスする動機づ
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けとなることで、センターと医療機関の担当

者を結びつける貴重な接点を生み出すと共

に、こうしたコンテンツ開発を総合支援事業

が担うことで、医療機関向け研修の課題設

定、作成、提供といった各センターが抱える

課題や負担を大幅に軽減し、同時に、地域に

所在する医療機関にとっても、センターが収

集する相談・苦情の汎化された情報に触れる

機会となるなどの複数のメリットが想定され

ることから、今後、積極的に推進すべき事業

であると考えられる。 

 総合支援事業が提供すべき新たな支援の内

容の解明に関しては、教訓的事例の検討と類

型化、医療安全推進協議会における患者・家

族の参画に関する実態調査、センターの運営

体制の実態および相談実績に関する調査、セ

ンター担当者、相談員向けの研修内容の見直

し内容に関する提言、相談対応ガイドブック

について修正や内容追加に関する提言や相談

対応ガイドブックにおける「相談内容」の追

加・修正の提言を取りまとめ、相談員のイン

タビュー調査の質的分析などの複数の課題に

関して取り組みを行った。今回の報告内容に

基づき、総合支援事業において、センター担

当者及び相談員に向けた新たな研修会の提供

や、相談対応ガイドブックの改訂など、各セ

ンターの機能向上に資する方策について、早

急に取り組むことが求められる。 

 令和 6 年度の調査結果によれば、相談・苦

情等の受付件数は、総計 118,562件となり、

歴代最高の実績が報告されている。これは、

患者や家族をはじめとする国民からの大きな

期待の表れである一方、限られた各センター

の人的、時間的リソースがひっ迫している状

況を示しているともみられる。国民からの大

きな期待に応えるためにも、各センターを支

える仕組みとしての総合支援事業の充実が今

後の課題である。 

 

Ｅ．結論 

 今回、地域の医療機関等にセミクローズド

で情報発信できるウェブページ型のシステム

の試行運用で一定の成果を得ることができ

た。こうしたシステムの積極的な利活用を図

っていくために必要な、相談・苦情対応以外

のセンター機能の充実に向けたセンター担当

者向け研修会の実施や、相談対応ガイドブッ

クの改訂への提言、相談・苦情のより正確な

情報収集のための「相談内容」の分類の整理

に取り組んだ。相談・苦情への対応を通じて

医療の質や安全の向上を図ることがセンター

に期待された役割であり、対応困難な相談へ

の対処も含めて、今回の研究で得られた成果

を総合支援事業での実装につなげていくこと

が今後の課題である。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 研究の結果、得られた成果の中に健康危険

情報は含まれなかった。 
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医療の質・安全学会学術集会、横浜

(2024.11.30) 

9.荒神裕之．医療の質・安全推進活動におけ

る医療対話 苦情・事故対応だけじゃない、

チーム、倫理、地域連携への活用．医療安全

レポート 2025;96:17-18 

10.廣井佐和子、Altanshagai Ganbileg、森

下真理子、松村由美：医療安全支援センター

相談員の対応に関する提案－相談事例の法的

検討をふまえて－ 医療の質・安全学会誌

（投稿中） 
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Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
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（資料２） 

表１．設置主体ごとの回答数と回答割合（令和 3 年度運営状況調査） 

 

 
 
 
 
 
 
 

表２．設置主体ごとの相談総数（令和２年４月～2021 年３月における相談件数のデータ） 

設置主体 受付総数 相談 苦情 その他 

（全体） 110,352 71,431 35,960 2,961 

都道府県 46,385 28,462 15,750 2,173 

保健所設置市区 48,042 33,790 13,992 260 

保健所設置市区（センター未設置） 8,810 5,671 2,705 434 

二次医療圏 7,115 3,508 3,513 94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２．相談件数の合計と相談、苦情、その他の件数（都道府県） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３．相談件数の合計と相談、苦情、その他の件数（保健所設置市区） 
 

設置主体 回答数 回答割合(%) 

（全体） 369 85.2 

都道府県 47 100 

保健所設置市区 109 100 

二次医療圏 213 76.9 

合計

相談

苦情

その他

件数
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図４．相談件数の合計と相談、苦情、その他の件数（保健所設置市区（センター未設置）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図５．相談件数の合計と相談、苦情、その他の件数（二次医療圏）  
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（資料３） 
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（資料 4） 

表５．医療安全推進協議会で患者・家族が委員として参画して開催している自治体一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記一覧は、医療安全支援センター運営調査（2023 年度）に基づき作成している。 

 

 

No 設置主体 都道府県 自治体名 センター名 

1 都道府県 秋田県 秋田県 秋田県医療安全支援センター 

2 都道府県 東京都 東京都 東京都医療安全支援センター 

3 都道府県 岐阜県 岐阜県 岐阜県医療安全支援センター 

4 都道府県 三重県 三重県 三重県医療安全支援センター 

5 都道府県 和歌山県 和歌山県 医療安全相談窓口 

6 都道府県 広島県 広島県 広島県医療安全支援センター 

7 都道府県 香川県 香川県 香川県医療安全支援センター 

8 都道府県 長崎県 長崎県 長崎県医療安全相談センター 

9 都道府県 鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県医療安全支援センター 

10 保健所設置市区 青森県 八戸市 八戸市医療安全支援センター 

11 保健所設置市区 福島県 郡山市 郡山市医療安全支援センター 

12 保健所設置市区 福島県 いわき市 いわき市医療安全相談センター 

13 保健所設置市区 埼玉県 さいたま市 さいたま市医療安全支援センター 

14 保健所設置市区 神奈川県 横浜市 横浜市医療安全相談窓口 

15 保健所設置市区 静岡県 静岡市 静岡市医療安全支援センター 

16 保健所設置市区 大阪府 堺市 堺市保健所 

17 保健所設置市区 大阪府 吹田市 吹田市保健所 

18 保健所設置市区 兵庫県 神戸市 神戸市医療安全相談窓口 

19 保健所設置市区 広島県 広島市 広島市医療安全支援センター 

20 保健所設置市区 香川県 高松市 高松市医療安全支援センター 

21 保健所設置市区 高知県 高知市 高知市医療安全支援センター 

22 二次医療圏 北海道 北海道 渡島保健所 

23 二次医療圏 北海道 北海道 江差保健所 

24 二次医療圏 北海道 北海道 岩内保健所 

25 二次医療圏 北海道 北海道 岩見沢保健所 

26 二次医療圏 北海道 北海道 浦河保健所 

27 二次医療圏 北海道 北海道 釧路保健所 

28 二次医療圏 北海道 北海道 中標津保健所 

29 二次医療圏 栃木県 栃木県 県東健康福祉センター 

30 二次医療圏 東京都 東京都 西多摩保健所 

31 二次医療圏 東京都 東京都 南多摩保健所 

32 二次医療圏 東京都 東京都 多摩立川保健所 

33 二次医療圏 東京都 東京都 多摩小平保健所 

34 二次医療圏 福井県 福井県 丹南健康福祉センター 

35 二次医療圏 長崎県 長崎県 西彼地域医療安全相談センター 

36 二次医療圏 長崎県 長崎県 五島地域医療安全相談センター 

37 二次医療圏 長崎県 長崎県 対馬地域医療安全相談センター 
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2.90
5.00

7.00
11.60

0.00
2.00

4.00
7.00

10.76

保
健
所
設
置
市
区

保
健
所
設
置
市
区
（
セ
ン
タ
ー
未
設
置
)

都
道
府
県
　

二
次
医
療
圏
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表
7. 相

談
窓
口
で
対
応
す
る
人
数
が
 0 よ

り
多
い
割
合
 

 

医
師
 

薬
剤
師
 

保
健
師
 

助
産
師
 

社
会
福
祉
 

行
政
官
 

看
護
師
 

臨
床
検
査
技
師
 

そ
の
他
 

合
計
 

 
N 

％
 

N 
％
 

N 
％
 

N 
％
 

N 
％
 

N 
％
 

N 
％
 

N 
％
 

N 
％
 

N 
％
 

全
体
 

29 
8.4 

128 
37.1 

90 
26.1 

3 
0.9 

9 
2.6 

172 
49.9 

104 
30.1 

23 
6.7 

102 
6.7 

339 
98.3 

都
道
府
県
 

4 
8.7 

3 
6.5 

9 
19.6 

2 
4.3 

2 
4.3 

25 
54.3 

39 
84.8 

1 
2.2 

4 
8.7 

46 
100 

二
次
医
療
圏
 

19 
10.1 

65 
34.4 

53 
28 

0 
0 

4 
2.1 

102 
54 

8 
4.2 

17 
9 

55 
29.1 

187 
98.9 

保
健
所
設
置
市
区
 

3 
3.8 

48 
60.8 

23 
29.1 

1 
1.3 

3 
3.8 

34 
43 

46 
58.2 

4 
5.1 

35 
44.3 

79 
100 

保
健
所
設
置
市
区
 

（
セ
ン
タ
ー
未
設
置
) 

3 
9.7 

12 
38.7 

5 
16.1 

0 
0 

0 
0 

11 
35.5 

11 
35.5 

1 
3.2 

8 
25.8 

27 
87.1 
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表
8.

 設
置

主
体

別
の

相
談

内
容

の
件

数
 

           
医
療
行
為
・
医

療
内
容
 

医
療
機
関
等
の

紹
介
、
案
内
 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
関
す

る
こ
と
 

医
療
費
（
診
療

報
酬
等
）
 

医
療
情
報
の
取

扱
 

医
療
知
識
等
を

問
う
も
の
 

医
療
機
関
等
の

設
備
に
関
す
る

こ
と
 

そ
の
他
 

合
計
 

2
0
2
3
 年

度
調
査
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
全
体
）
 

24666 
15434 

16754 
8151 

4236 
26029 

1662 
19203 

116135 

都
道
府
県
 

9530 
3676 

7344 
3577 

1656 
10821 

497 
8894 

45995 

保
健
所
設
置
市
区
 

12705 
11090 

7491 
3992 

2246 
14290 

943 
9048 

61805 

二
次
医
療
圏
 

2431 
668 

1919 
582 

334 
918 

222 
1261 

8335 

2
0
2
2
 年

度
調
査
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
全
体
）
 

22,382 
15,343 

16,130 
7,342 

4,242 
25,139 

1,675 
18,666 

110919 

都
道
府
県
 

9,054 
3,397 

7,229 
3,256 

1,776 
10,188 

542 
9,893 

45335 

保
健
所
設
置
市
区
 

11,388 
11,237 

7,383 
3,629 

2,182 
14,306 

944 
7,940 

59009 

二
次
医
療
圏
 

1,940 
709 

1,518 
457 

284 
645 

189 
833 

6575 

2
0
2
1
 年

度
調
査
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
全
体
）
 

23404 
14814 

15485 
6976 

3599 
25140 

2508 
17700 

109626 

都
道
府
県
 

9313 
2933 

6980 
3236 

1565 
10438 

735 
9574 

44774 

保
健
所
設
置
市
区
 

11970 
10965 

6894 
3289 

1774 
14009 

1402 
6925 

57228 

二
次
医
療
圏
 

2121 
916 

1611 
451 

260 
693 

371 
1201 

7624 
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表 9．医療安全支援センター自治体担当者・相談員向け研修会の構成概要 

（青；新設（オンライン）、緑；新設（対面）、黒；既存） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 地区ブロック研修実施のための実施ガイドを作成する 
 

 

 

 

対象 

（相互乗入れ可能とする） 

基礎研修 

（受講が望ましい） 

応用研修 

（選択・任意） 

自治体担当者向け ・医療安全支援センターの

役割と業務の流れ 

・個人情報の取り扱い（自

治体担当者向け；隣の課に

言っていいかどうか、など

の具体的な取り扱いを含

む） 

・医療安全の最新動向 

・医療監視（何をしている

のか、どうつなぐか） 

・事例対応の実例（成功例

を含む） 

・自治体独自の取り組み

（地区ブロック別グループ

ワークなど）* 

・相談員のメンタルケアの

仕組みづくり（ワークフロ

ー、ラインケア研修） 

・医療安全推進協議会の開

催について（どうやって開

催しているのか？） 

・ベストプラクティスの共

有（医療機関との連携、医

療従事者向けの研修など） 

相談員向け ・初任者研修 

（相談対応に必要な情報と

課題、電話対応ロールプレ

イ） 

・個人情報の取り扱い（相

談員向け） 

・精神科疾患背景をもつ相

談者への対応（死にたいと

いわれる場合の対応） 

・相談員のセルフケア（＊

新設も検討） 

・相談をつなぐ場に関する

知識等 

（消費生活センター、法テ

ラス、地域包括支援センタ

ー、いのちの電話、障害者

関連など） 

・医療機関に関する知識 

（診療報酬、医療安全、患

者相談体制等） 

・自治体独自の取り組み

（地区ブロック別グループ

ワークなど）* 
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（資料９） 

表 10.  全体および設置主体別の相談件数と内訳（令和 6 年度運営状況調査） 

 全体 都道府県 保健所設置市区 二次医療圏 

医療行為・医療内容 27,575 10,745 14,485 2345 

医療機関等の紹介、案内 16,426 3,297 12,343 786 

コミュニケーションに関すること 17,612 7,302 8,400 1,910 

医療費（診療報酬等） 7,862 3,412 3,937 513 

医療情報の取扱 4,210 1704 2,197 309 

医療知識等を問うもの 26,744 11,288 14,769 687 

医療機関等の設備に関すること 2,548 1,008 1,329 211 

福祉・介護に関する相談* 1,246 619 580 47 

相談内容の分からない相談* 2,753 1,365 1,279 109 

その他 15,646 7,373 7,137 1,136 
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（資料 10） 

令和 7 年運営状況調査で配布する「相談内容」の概説 
 
 運営状況調査の「相談内容」に関して、下記のガイダンス内容を提案する。（＊医療安全支援センター
相談対応ガイドブック 2016 改訂版 47-48 頁の分類の改変、１件の受付で複数の相談があった場合も、相
談件数としてカウントする。） 
 
「医療行為・医療内容」に含まれる内容（＊調査票では、下記①から⑤の総数で回答） 
① 医療者による行為や技術に関する内容 

診断、検査、治療、処置、投薬、看護、リハビリテーション、給食など、医療行為や医療技術に関
する内容全般 
例；自分の望む治療方針ではない。希望している薬を処方してくれない。 

→上記内容の「説明不足」「意思決定」「情報伝達（家族への連絡等）」に関する内容の場合は、「コミュ
ニケーションに関すること」に分類する 
② 医療事故、医療過誤に関する内容 
医療事故（医療法 6条の 10に基づくもの以外も含む）や医療過誤（※センターにおいて過失の有無を認
定するわけではなく、相談者が「医療過誤（過失のある医療事故）」だと主張しているもの。）、損害賠償
等に関する内容全般。 
例；医療事故があったのに説明や謝罪がない。転医義務違反による死亡や障害の発生。死亡や障害が発
生したのに損害賠償がない。医療事故、医療過誤を疑う状況での対処方法の相談。診断の遅延や誤り。
薬の分量を間違って処方された、など。 
③ 入退院、転院に関する内容 
入退院オリエンテーションや退院勧奨。転院方法など医療機関への（からの）移動等に関する内容全般。 
例；入院させてもらえなかった。半ば強引に退院・転院させられた。 
④ 医療関連法規等に関する内容 
医師法、医療法などの医療関連法規に違反する可能性のあるもの。 
例；医師不在、無資格診療、無診察処置•投薬、診療拒否、診断書の交付拒否、法定の医療従事者数を満
たしていない、医療従事者による虐待の訴え、など。 
→守秘義務違反や広告違反、個人情報保護法に関するものは「医療情報の取扱」に分類する。 
⑤ その他、医療行為・医療内容にカウントするのが妥当と考えられる内容 
 
「医療機関等の紹介・案内」に含まれる内容 
新規の受診や転院先などに関する情報提供の要望、問い合わせに関する内容全般。 
例；近くの小児科を教えてほしい。セカンドオピニオンが可能な病院の紹介希望。他の医療機関等を紹
介してほしい、など。 
 
「コミュニケーションに関すること」に含まれる内容（＊調査票では、下記①から③の総数で回答） 
① 説明等に関する内容 
医療者の説明不足や治療等に関する意思決定、医療者間の情報伝達（家族への連絡等）に関する内容全
般。 
例；医学用語についての解説が不十分。事前の説明がない。治療結果が知らされていない。医療者の説
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明がわかりにくい。医療者に尋ねることができない、など。 
→医療事故等に関する説明等については「医療行為・医療内容」に分類。 
② 接遇や基本的なマナー、暴言や暴力に関する内容（＊医療者からの患者の態度に関する相談も含む。） 
礼節やホスピタリティ、医療従事者のマナーに関する内容全般 
例；横柄な態度や悪い言葉遣い。服装がだらしない。香水がきつい。暴言や嫌がらせを受けた。馬鹿

にされた。その他、困惑や恐怖を感じる状況、など。 
③ その他、コミュニケーションに関することにカウントするのが妥当と考えられる内容 
 
「医療費（診療報酬等）」に含まれる内容（＊調査票では、下記①から③の総数で回答） 
① 診療報酬等に関する内容 
保険診療に関する内容全般。 
例；医療費に関する苦情・相談。混合診療。差額ベッド代。保険点数の照会や社会保険事務所に連携が
望ましい事項、など。 
② 自費診療に関する内容 
保険診療が適用外となる医療技術や薬剤を使う診療（自費診療）に関する内容全般。 
例；説明を受けた額よりも支払いが高い。予定外の自費診療の請求を受けた、など。 
③ その他、医療費に関することにカウントするのが妥当と考えられる内容 
例；相談者の経済的な事情による診療費支払い不能、など。 

 
「医療情報の取扱」に含まれる内容（＊調査票では、下記①から③の総数で回答） 
① 「うち、カルテ開示」に関する内容 
診療録開示に関する内容全般。 
例；カルテ開示拒否。カルテ開示の求め方がわからない、など。 
② 「うち、セカンドオピニオン」に関する内容 
セカンドオピニオンに関する内容全般。 
例；セカンドオピニオンを求めたが断られた。セカンドオピニオンの求め方がわからない。 
③ 「うち、上記以外のもの」に関する内容 
上記以外で、医療情報の取扱にカウントするのが妥当と考えられる内容 
例；広告内容が不適切である。個人情報やプライバシー保護に関連する内容（守秘義務違反など。）。受
付や会計での呼名に関する内容。診断書等の文書に関して、文書作成が遅い、記載内容に納得がいかな
い、など。 
 
「医療知識等を問うもの」に含まれる内容 
①  「うち、健康や病気に関すること」に関する内容 
医療に関する知識や情報提供の要望に関する内容全般。 
例；C 型肝炎について知りたい。健康相談を受けたい。母子保健について確認したい。特定疾患の手続
等について説明希望、など。 
② 「うち、薬品に関すること」に関する内容 
医薬品に関する知識や情報提供の要望に関する内容全般。 
例；薬の効能について教えてほしい。薬の服用方法を間違えたが大丈夫か、など。 
③ 「うち、上記以外のもの」に関する内容 
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上記以外で、医療知識等を問うものにカウントするのが妥当と考えられる内容。 
例；保険診療の仕組みに関する質問、など。 
→福祉や介護に関連する内容については「福祉、介護に関すること」に分類。 

 
「医療機関等の施設・設備に関すること」に含まれる内容 
① 衛生環境に関する内容 
医療機関内の衛生環境に関する内容全般。 
例；ごみの分別に問題がある。廃棄物の管理に関連する事項、など。 
② その他、医療機関等の施設、設備に関する内容 
上記以外で、医療機関等の施設・設備に関することにカウントするのが妥当と考えられる内容。 
例；洋式トイレがない。設備が古い、など。 

 
「福祉、介護に関すること」に含まれる内容 
（＊令和６年度調査では、「福祉、介護に関する相談」と表記されていたもの） 
 福祉制度や介護制度、サービス、手続き等に関する内容全般。 
例；介護保険制度について知りたい。ケアマネジャーを紹介してほしい。デイサービスを受けたい、介
護サービスにおける虐待の訴え、など。 
 
「相談内容が不明であるもの」に含まれる内容 
（＊令和６年度調査では、「相談内容の分からない相談（支離滅裂、意味不明など）と表記されていたも
の」 
 支離滅裂、意味不明など、相談対応者が理解不可能な内容全般。 
例；幻聴、幻覚、妄想などが疑われる訴え。独語、など。 
 
「その他（上記に分類できないもの）」に含まれる内容（＊どのような内容か、分かる範囲で回答欄に記
載し、項目ごとに相談件数の記録があれば、合わせて記載。） 
 上記のいずれの分類にも該当しない内容全般。 
例１；個人の精神的・過程的な問題（一人暮らしの寂しさ、家族のトラブル、相続、医療機関に関連し
ない虐待、近所の騒音など） 
例２；医療以外の相談（犬の苦情、水道水関連、SNS での誹謗中傷、薬機法外の製品の効果、など。） 
例３；社会制度や行政への要望（生活保護認定に関すること、マイナンバーカードに関すること、行政
対応に関する苦情、など。） 
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